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2026年６月23日  

 

各 位 

  

会 社 名 CRAVIA株式会社 

 （コード番号 6573 東証グロース） 

代表者名 代表取締役社長   藤原 宏樹 

問合せ先 総務人事部IRチーム 

 （ir@cravia.jp） 

 

 

その他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

2026年６月23日付で当社のその他の関係会社に異動が生じましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 異動が生じた経緯 

当社のその他の関係会社であるSAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTDは、2026年６月22日時点において当社の議決権

の20.17％を所有しており、当社のその他の関係会社に該当しておりました。 

当社が2026年２月26日開催の取締役会において決議いたしましたEVO FUND（Cayman Islands、代表者：マイケル・ラ

ーチ、リチャード・チゾム）を割当先とする第三者割当による第14回新株予約権の行使により、本日付で新株式

800,000株を発行いたしました。これに伴い、SAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTDの所有株式数及び議決権数に変動は

ないものの、発行済株式総数及び総議決権数が増加した結果、同社の議決権所有割合は20.17％から19.90％となりま

した。 

その結果、SAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTDは当社のその他の関係会社に該当しないこととなったことを確認いた

しました。 

 

 

２. 異動年月日 

2026年６月23日 

 

 

３.  異動した株主の概要 

（１）その他の関係会社に該当しないこととなった株主の概要 

① 名称 SAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTD 

② 所在地 10 ANSON ROAD #17-20 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 
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③ 代表者の役職・氏名 DIRECTOR 渡部 尚 

④ 事業内容 有価証券等の保有、売買及び運用に関する業務 

⑤ 資本金(※１) (※２) 200,000 SGD（24百万円） 

⑥ 設立年月日 2024年８月５日 

⑦ 純資産(※１) (※２) 200,000 SGD（24百万円） 

⑧ 総資産(※１) (※２) 200,000 SGD（24百万円） 

⑨ 大株主及び持株比率 有限会社ブレスライン（100％） 

⑩ 上場会社と当該株主の

関係 

資本関係 当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社です。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

(※１)日本円換算にかかる表記は、1 SGD＝124.85円(2026年６月22日)で換算したものです。 

(※２) 決算期は１月末ですが、2026年１月期が１期目の決算となり、本日現在において確定された決算書が作

成されていないため、2024年８月５日現在の数値を記載しています。 

 

 

４． 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

（１）SAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTD 

 属性 

議決権の数 

（議決権所有割合） 大株主順位 

直接保有分 合算対象分 合計 

異動前 

（2026年６月22日

時点） 

主要株主である

筆頭株主及びそ

の他の関係会社 

120,000個 

（20.17％） 
- 

120,000個 

（20.17％） 
第１位 

異動後 
主要株主である

筆頭株主 

120,000個 

（19.90％） 
- 

120,000個 

（19.90％） 
第１位 

（注）1. 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2026年６月22日現在の当社の発行済株式総数

（59,485,080株）から、2025年12月31日時点の議決権を有しない株式7,180株を控除した株式数

（59,477,900株）に係る議決権の数594,779個に基づき算出し、小数点以下第三位を切り捨てておりま

す。 

2. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、本日現在の当社の発行済株式総数（60,285,080株）か

ら、2025年12月31日時点の議決権を有しない株式7,180株を控除した株式数（60,277,900株）に係る

議決権の数602,779個に基づき算出し、小数点以下第三位を切り捨てております。 

 

 

５． 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

本異動により、SAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTDは、開示対象となる非上場の親会社等には該当しないこととなり

ました。 
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６． 今後の見通し 

本件の異動が当社の経営体制に与える影響はございません。 

以上 
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